
Ⅰ 事業概要

事 業 名 

地 区 名 

事業箇所 

事業のあ

らまし 

事業目標 

事 業 費 

事業期間 

事業内容 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要

 

判定

②
事
業
の
実
効
性 

1) 事業

2) 地元

意形

要 

農業農村整

矢作中部地

岡崎市西本

安城市高木

本地区は

一次整備

うえ、区画

中心に行な

設管理につ

これらの

地利用集積

化を実施し

への利用集

【達成（主

 用水施設

事業

採択予定年

区画整理工

用水路工 

要性  本

機械

理に

 今

業の存

るよ

定 

Ａ

【理

 農

備を

業計画  

元の合

形成 
本地

整備事業（経

地区 

本郷町 外 

木町 外 

は愛知県の中

備はされてい

画が狭小で効

なわれている

ついては、農

のことから、

積も進まない

し、維持管理

集積を進め、

主要）目標】

設の整備及び

業費 

9.9億円 

年度 平成2

工 114.8ha 

21.1km 

地区は、農業

の導入が困難

多大な労力を

後、高齢化に

存続が危ぶま

う、農地を整

Ａ 
A： 
B： 

由】 

村環境の荒廃

速やかに実施

区は土地改良

事 前

経営体育成基盤

央部、岡崎市

いるものの、用

効率的な営農が

る。畑地化され

農家の高齢化な

現状のままで

い状況である。

理費や営農労力

農業経営の合

 

び大区画化によ

■工事費 8

29年度 着工

   

業基盤の整備は

難な状況にある

を要している。

により農業従事

まれていること

整備する必要が

現状の課題

現状の課題

廃や農業存続へ

施し、担い手へ

良法に基づく申
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評 価

盤整備事業）

市の東部及び

用水について

が行えていな

れた水田では

などにより、

では農業経営

。このため、

力の軽減と生

合理化を目指

より労力の軽

8.2億円、■用

工予定年度

は実施されて

る。また、既

。 

事者の減少が

とから、担い

がある。 

題又は将来の予

題又は将来の予

への不安要因

への農地利用

申請事業であ

調 書

安城市西部に

てはＵ型水路の

ない。営農につ

はイチゴ、ナス

将来に不安が

営の合理化を図

畦畔除去によ

生産性の向上を

す。 

減を図り、担

内

用補費 0.2億

平成30年度

ているものの、

既存の用水路は

がさらに進むこ

い手が将来に渡

予測から事業の

予測が十分把握

因となっている

用集積を推進す

あり、地元の合

に位置する水田

の老朽化が著

ついては、水

ス、大根など

が生じている。

図ることが困

よる大区画化

を図り、農業

担い手への農用

訳 

億円、■その

度 完成予定

ほ区の区画

は、ほとんど

ことが予想さ

渡って地域の

の必要性があ

握されていな

る農地の区画

する必要があ

合意形成が図

田地帯である

著しく配水に苦

水稲と転作の小

どが作付けされ

。 

難であり、担

化に併せ、用水

業の持続的発展

用地利用集積

の他 1.5億円

定年度 平成

画形状が小さい

どが開水路であ

れ、農村環境

の農業を支える

ある。 

ない。 

画、用水路の農

ある。 

図られている。

る。 

苦慮している

小麦、大豆を

れている。施

担い手への農

水路の管水路

展と担い手等

率を高める。

円 

35年度 

いため、大型

あり、配水管

境の荒廃や農

ることができ

農業基盤の整

 

（別紙４）
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判定 

Ａ 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

 地元の合意形成が図られており、実効性が期待できる。 

Ⅲ 対応方針 

事業実施が 

妥当である。 
事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 － 

【主な評価内容】 

・担い手農家への農地利用集積率 

・営農状況 

 

 

  


